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経済論叢 〔京都大学)第156巻 第2・3号,1995年8・9月

カンパニー制 と持株会社解禁論

下 谷 政 弘

i問 題

政 府 は1995年3月 末 に ま とめ 控 「規 制 緩 和 推 進5カ 年 計 画 」 に お い て,こ れ

まで 独 占禁 止 法 弟9条 で 設 立 を 禁止 して きた持 株 会 社 につ い て再 検 討 す る方 針

を 固 めた 。 公 正 取 引 委 員 会 を 中心 とす る側 か らの一 貫 した解 禁慎 重論 に対 して,

通 産 省(産 業 政 策 局)は 企 業法 制 研 究 会報 告 書 と して 「純粋 持株 会社 規制 及 び

大 規 摸 会 社 の株 式保 有 旭制 の見 直 しの提 言」Pを提 出 し,争 点 は に わか に 明確 な

もの とな りつ つ あ る。

他 方,い くつ か の企 業 は近 年,い わ ゆ る 「カ ンパ ニ ー制 」 を相 次 い で 導 入 し

つ つ あ る。 カ ンパ ニー 制 とは,社 内分 社 制 あ る い は社 内 資 本 金 制 と も呼 ば れ る

企 業 組 織 の分 権 化 の新 しい一 手 法 で あ る。 日本 企 業 は これ まで に も旺 盛 な ス ピ

ンオ フ(分 社設 立)と グル ー プ展 開 に よ って ,重 層 的 で 肥 大 化 した 本体 の組 織

を ス リム化 す る.ことに努 めて きた 。 カ ンパ ニ ー 制 は さ らに 進 んで,本 体 の経 営

組 織 を 「コー ポ レー ト」 と 「カ ンパ ニー(社 内 分 社)」 とに分 離 しよ う とす る

もので あ る。

これ ら純 粋 持 株 会 社 解 禁 論 と大企 業 の カ ンパ ニ ー制 導 入 の動 き と は,必 ず し

も意 図 的 につ な が る もの で は な い 。 しか し,」 面で は密 接 な 関 連 性 を もち な が

ら動 い て い るよ うに も思 わ れ る。 以 下,両 者 の内 容 を追 って み よ う。

1)通 産省産業政策局 「企業法制研究会報告書 純粋持 橡会社規制及 び大規模会社の株式保有規

制の見直 しの提言.一一」1995年2月.な お,同 報告書 ぽ固縮 「企業組織 の新潮流一 急がれる持

株 会†1:規制の 見直 し 」通商産業調査会,1995,と して刊行 さ札た。
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1亘 企業組織の分権化 と 「企業の境界」

企業組織のこれまで.の歴.史的推移を概観すれば,一 般的にはそれは集権的組

織の基礎上において,ど の程度あるいはどのような形で分権の度合を容認する

のか,と いうことになろう。企業組織の集権と分権 とはけっして両極的に対立

する概念ではない。基本的に企業とは集権的組織である。その枠内においての

み企業はこれまで様々な分権化への試みを繰 り返 してきたと言うべきである。

企業が分権化への試みを余儀な くされるのには,種 々の理由がある。技術や市

場の変化ということが基本的要因として横たわる。その中で,企 業は組織の肥

大化 ・重層化にともなう非効率を回避 しなければならない。あるいは,責 任経

営の単位を小さくし,責 任の所在の明確化,あ るいは意思決定の迅速化を図る

ことなども重要な課題である。いずれにせよ,企 業はこれまで経営環境の変化

に対応 して,そ れぞれの分権化の手法を作 り出 してきたのである。最近,話 題

となっている 「カンパニー制」 とい うの も,そ の一種である。

企業組織の分権化の手法 としてよく知られたものには,「事業部制」がある。

これはいわば企業内に分権的単位をつ くる企業内分権化と言えよう。また,

「分社制」がある。企業内の事業単位を本体からスピンオフして子会社などの

別会社 とする手法である。 日本ではとくにこの分社制が盛んであり,今 日の日

本の大企業が傘下に数多 くの子会社を擁 して,い わゆる 「企業グループ」とし

て存在するようになっていることはよく知られている%「 カンパニー制」とい

うのは,こ れら社内での事業部制と社外への分社制のいわば中間的な存在とも

言え,す なわち社内に留めおかれた分社,い わゆる 「社内分社制」とも呼ばれ

ている。

「カンパニー制」の具体的内容については後に見ることにして,こ こでは以

上の社内 ・社外 という区分の内容と絡めて,「企業の境.界」 とい うことについ

2〕 「企業 グループ」の具体 的内容 については,下 谷政弘r日.本 の系列 と企業 グルー プ上有斐 閣,

1993。



カンパニー制と持株会社解禁論(83)3

て少 しふ れ て お こ う、

「企 業 の 境 界 」 は どの よ うに して 決 ま る のか,と い うの はR,Coase以 来 の

命 題 で あ る二う1。.なぜ,市 場 に 「企 業 」 とい う組 織 が 生 じて くるの か,ま た そ の

サ イズ は どの よ う に して決 ま るの か,と い う彼 の 問題 提 起 は,経 済 学 の 中に企

.業 理 論 とい う分 野 を作 り出す こ と に貢 献 して きた。 しか し,今 日,「 企 業 の境

界 」 の問 題 は,個.々 の 企 業 ご との境 界 とい うよ り,む しろ,個 々の企 業 を越 え

て 作 られ る企 業 間 関係(企 業 の集 団 や 系 列)の 枠 組 み にお い て こそ,よ り興 味

深 い 論 点 とな って きて い る。す なわ ち,法 的 な意 味 にお け る境 界 で な く,い わ

ば経 済 的 な意 味 に お け る境.界で あ る 。 日本経 済 の一 つ の重 要 な特 徴 と して,こ

う した 企業 間 関係 のあ り方 と 「企業 の境 界 」 の問 題 の 双 方 が 密接 に 関連 し合 っ

てい る こ とを指 摘 す る こ とが で き る。 た.とえ ば,大 企 業 は一 つ の 株 式 会社 と し

ての 明瞭 な境 界 を もっ てい る。 しか し,同 時 に ま た,大 企 業 は その 傘 下 に多 数

の関係 会 社(子 会 社 ・関 連 会社)を 擁 して い る。 しか も,そ れ ら関係 会社 の 多

くは,本 体 の 内 部 単 位 を ス ピ ンオ フ して 生 まれ た も ので あ る 。 「日本 の 大 企 業

におい て は,.子 会 社 の 設立 は既 存 の企 業 を取 得 す る とい う よ りは,自 社 の経 営

者 をハ イ ブ ・オ フ(hive-off)し,そ して これ ま で に 内 部 化 され た機 能 ま た は

新 しい活動 を新企 業 とい う形 で 組 織 化 す る場 合 が 多 い」%言 い換 えれ ば,積 極

的 な分社 化 に よ り自 ら を準 分 解quasi-disintegrationす る こ と に よ っ て,あ る

いは,内 部単 位 を準 外 部 化quasi-externalizationす る こ とに よ って,グ ルー プ.

化 して きた ので あ る。 大 企 業 は多 くの関係 会社 を生 み 出 し,そ れ ら とと もに全

体 と して 一つ の有 機 的 な事 業 統 合 体 を作 り出 して きた ので あ り,こ こ に新 た に,

有 機 的事 業統 合体 と して の 「企 業 グ ルー プ」 とい う 「境 界 」 を作 り出 して きた

ので あ る。

他方 で また,日 本 の大 企 業(企 業 グル ー プ)に は,さ ら にそ の 外 部 に 多 くの

S)R.Coase,」TheNa【ureDftheFirm'Econ。mica,n.s.,1937.,宮 沢 健 ・他 訳 『企 業 ・市 場 ・法 」

.東洋 経 済新 報 社.1992,に 所 収 。

4)青 木 昌彦 「擬似 ツ リー 構 造 を つ う じる 革新 的 適 応 」 「季刊 現 代 経 済 』58,1984,62頁 。
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下 請企 業(下 請.系列)を 擁 して い る ものが あ る。 あ るい は,強 固 な 販売 チ ャネ

ル(販 売 系 列)を も って い る場合 が あ る。 これ らの下 請 系 列 や 販売 系列 を作 り

.ヒげ て い る諸 単 位 は,多 くの 場合,も と も と大 企 業 に と って は外 部 に存 在 して

い た企 業 で あ った 。 しか し,周 知 の.ように,大 企 業 はそ れ ら をあ た か も内部 の

単 位 で あ るか の よ う に実 質 的 に抱 摂 し事 業 活 動 を展 開 して い る。つ ま り,そ れ

ら の外 部 単 位 を 準 内 部 化quasi-internalizationす る こ とに よ って,新 た な る経

済 的 「境 界 」 を作 り出 して い る ので あ る。

この よ う に,日 本 の大 企 業 は,一 方 で は 自 ら の内 部 単位 を ス ピ ン オ フす る こ

とに よ っ て それ ら を準 外 部 化 し,ま た他 方 で は既 存 の外 部 単位 を実 質 的 に抱 摂

して そ れ ら を準 内部 化 し,そ れ ぞ れ に新 た な境 界 を作 り出 してい る。 つ ま り,

図1(A)に 示 した よ うに,日 本 の 大 企 業 は 「企 業 」 「企 業 グル ー プ 」 「企 業 系列 」

とい う,い わ ば3通 りの境 界 を も って い る こ とに な る。 こ う した 重 層 的 で,一

種 の 曖 昧 な 「企 業 の境 界 」permeableboundaries')が 日本 経 済 の柔 軟 な シ ス テ

ムの根 源 に あ る こ とは重 要 で あ る。

図1企 業 の 「境界」
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そ して,こ の3通 りの 「企 業 の境 界 」 に加 え て,.カ ンパ ニー 制 とは さ らに も

う1つ の 「境 界 」 を.す なわ ち,企 業 の 中 に企 業 を作 り出 そ う とい う動 きで あ

る と捉 え る こ とが で き る。

皿 カンパニー制の内容

カ ンパ ニ ー 制 と は,大 企 業 そ の もの の 内 部 に 新 た な 「境 界 」 を もつ 企 業(社

内 分 社)を 設 立 し よ う とす る 試 み で あ る と言 え よ う。 カ ン パ ニ ー 制 は,分 社 を

企 業 内 部 に と ど め お く点 で 通 常 の 分 社 制 と は 異 な る 。 ま た,同 じ企 業 内 組 織 と

は い え,分 社 とい う形 態 を と る点 で 事 業 部 制 と も異 な る 。 一 概 に カ ン パ ニ ー 制

と言 っ て も 内 容 は 一 様 で は な い 。 企 業 に よ っ て,社 内 資 本 金 制 や ア ソ シ エ ー

テ ィ ド ・カ ンパ ニ ー 制,あ る い は グ ル ー プ制,部 門 別 事 業 会 社 制 な ど,さ ま ざ

ま の 名 称 で 呼 ば れ て い る%

い わ ゆ る カ ンパ ニ ー 制 は,1994V4月 に ソ ニ ー が 導 入 して 以 降,大 い に 世 間

の 耳 目 を 集 め は じめ た 。 今 日 で は 少 な く と も20#f近 くの 企 業 が 取 り入 れ る よ う

に な っ て お り,今 後 も さ ら に 増 大 して い く傾 向 に あ る 。 こ の カ ン パ ニ ー 制 と い

う 方 式 は,し か し な が ら,か つ て 「本 部 制 」 と い う 名 前 で 松 下 電 器 産 業 に よ っ

て 採 川 さ れ た こ と が あ る7〕。1984年 秋,松 下 は 同 社 内 の 多 数 の 事 業 部 を4つ の

「本 部 」 一 テ レ ビ 本 部 ・ ビ デ オ 本 部 ・音 響 本 部 ・電 化 本 部 一 に 集 約 し,そ

れ ら社 内 の 「本 部 」 を 実 質 的 に は 分 社 扱 い に,す な わ ち,「 別 法 人 と は し な い

、Frulnの 場合,そ れ はfocalfactory-firm-intelfirmnetworkと い う3層 の境 界 として描かれて

いる,

6)管 理会計の側面か らの カンパニー制 の分析 につい ては,「 企業会計jVo【,47,No、2,.1995年,

所収の西澤惰 「カ ンパニ ー制 による社内分社会計」,田 宮治雄 「社内資本金 制度の特徴 と問題点ゴ,

.木村幾也 「カンパ ニー制 を基礎 とした連結経営 管理」 など。 また,1一分杜の時代,進 む権 限委譲1

(上下}「 日本経済新聞」1994年3月 化5日,「 会社 改造,導 入進むカ ンパニー制」「日本経 済新

聞」1994年8月5日,な ど。

7)詳 しくは,下 谷政弘 「事業部制 と分社 制一 松 ド電器 産業 のケースー 」坂本和一 ・下谷編 「現代

日本の企業 グループ』東洋経済新報社,19870な お.内 部資本金制度 の採用 に阻 って言えば,そ

もそも松rで は各事業部が その 単位 とな っていた.松 下の事業部制 を 「社内会社制の原点」 と捉

える西澤婿r社 内会社の作 り方 ・活か し方』 中央経済社,1989,あ るいは,松 下の内部資本金 ・

社内金利 ・本部費配賦制度 を分析 した門田安弘 「振替価 格と利益配 分の基礎」同文館,1989,ま

た,樋 野正二 『松下経理大学の本」 実業 之 日本社,1982,な どがあ る。



6(86)第1564一 第2・3号

が,一 つ の 独 立 経営 体 と して分 社 ・関係 会 社 と 同等 の扱 い 」 をす る こ とに な っ

た。 た とえば,各 「本 部」 は そ れ ぞれ,内 部 資 本 金 お よ び経 営 ボ ー ドを もち,

手 形 発 行 権 を 有 し,ま た 各 「本 部 長 は傘 下 の事 業 部 の ヒ トも カ ネ も動 か す 権

限 」 を もつ 「社 長」 に擬 制 され た ので あ る。 しか し,こ の先 駆 的 な試 み は1994

年2月 に廃ILさ れ た 。以 下で は,現 在 の い くつ か の 具体 的 ケ ー ス を見 る こ と に

しよ う。

(nソ ニーの ケース

「巨 大 な企 業 が 経 営 の 適 正 なサ イズ を志 向 し始 め た。 その 象 徴 的 な ケー スが,

ソニ ー が 〔1994年 〕4月 よ り導.入した 社 内 分社 制」s},す なわ ち カ ンパ ニー 制 で

あ る。 図2に 示 した よ う に,同 社 はそ れ ま で の19事 業本 部,8営 業 本 部 を改 組

し,3つ の グ ル ー プ カ ンパ ニ ー と5つ の デ ィ ビ ジ ョ ンカ ンパ ニー を新 設 した 。

グ ルー プ カ ンパ ニ ー と は 「一 定 以 上 の 売 上規 模 を有 し,か つ 事 業 基 盤 が確 立 し

て い る事 業 ユ ニ ッ ト」 で あ り,ま た,デ ィ ビジ ョ ンカ ンパ 二 一 と は 「売 上 は小

さ くて も,今 後 の成 長 が 期 待 で き る事 業 ユ ニ ッ ト」 で あ る。.この 組織 改 革 は,

口沖 核 事 業 の強 化 お よ び新 規 事 業 の 育 成,(2)マ ー ケ ッ ト対 応 型 組織 の 導 入,.(3>

環 境 変 化 に迅 速 に対 応 す るた め の事 業 責 任 明確 化 と権 限 委 譲,㈲ 階層 の少 な い

シ ンプ ル な組 織 ㈲ 企 業 家精 神 の 高揚,な どを 日的 と した もの で あ った%

同社 に よれ ば,い わ ゆ る 「カ ンパ ニ ー」 とは,本 体 内部 で そ れ ぞれ 「担 当す

る ビ ジ ネ ス領域 に 関 して,開 発 か ら製 造 ・販 売 まで の すべ て の責 任 と権 限 を有

す る 自 立.・自律 した 大 括 りな組 織 体 」ゆの こ とで あ る。 つ ま り,.各 カ ンパ ニ ー

は ソニ ー 本体 の 中 に設 け られ た 社 内 分 社 で あ る。 各 カ ンパ ニ ーの 責 任 者 には 本

体 の 副 社 長 ・専 務 ・取 締 役 な どが任 じられ,そ れ ぞれ の事 業 責 任 と運 営 の 自主

8)「 大企業も自立 ・水平型へ」「日経 ビジネス11994年5月30日,16頁.〔 〕内は引用者,以 下

同様。

9)以 上は,ソ ニー 「経営機構の革新について一 事業本部制からカンパニー制ヘー 」1994年1

月,に よる.な お,以 下の叙述において,出 典を示 したもの以外は筆者のインタビューによる。

その他の各社のケースについても同様。

10)大 賀典雄 「〈カンパニー制〉のめざすもの」「経営者11994年9月,24頁 。

「
.
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図2ソ ニ ー の 組 織

グ ル ー プ カ ンパ ニ ー
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中央研究所

性 ・自律性 を明確 にす るた め 「プ レジ デ ン ト」 と名 付 け られ た 。各 カ ンパ ニ ー

内の 意 思 決 定機 関 と して は カ ンパ ニー 経 営 会 議 が 設 け られ,プ レジ デ ン トの他

に オ フ ィサ ー と呼 ば れ る複 数 のバ イ ス プ レジデ ン トが 参 加 す る 。年 に2回 の カ

ンパ ニ 三 ご と の 目 標 設 定 も カ ンパ ニ ー 経 営 会 議 で 行 わ れ る。 ま た,各 カ ンパ

ニー 内 の組 織 は ,プ レ ジデ ン トの も とに最 大 で も部 門 ・部 ・課 の3層 しか な く,

この 点 で これ ま で の 事 業(本)部 制 と比 較 し て シ ン プ ルか つ フ ラ ッ トな もの と

な って い る。 しか も,そ れ が 従 来 の 事 業(本)部 制 とさ らに異 な る のは,一 定 規

模 内 の 投 資 決 済 権 ・.カンパ ニ ー 内 部 の 人事 権 な どの他 に,P/L責 任 だ けで な

くB!S責 任 まで も プ レ ジデ ン トが 有 す る よ うに な った こ とで あ る。 た とえ ば,

プ レジデ ン ト決 済 額 は1回5億 円 か ら.10億円 に倍 増 さ れ,ま た,各 カ ンパ ニー

はそ れ ぞれ 擬 制 的 に 設定 され た 資 本 金 を もつ こ とに な っ た ので あ る(各 資 本 金
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額 は非公 開)。.

この 改 組 の結 果,本 社 部 門 ・サ ボ.一 ト部 門 を含 む ソニ ー 株式 会社 全 体 で,従

来 約580あ っ た部 以 上 の組 織 が 約45⑪ に集 約 され た 。 しか も,さ らに 重 要 な こ と

は,こ うした8「 カ ンパ ニ ー」 の 誕生 によ り,本 社 内部 の 本体 部分(本 社 部 門 ・

サ ポ ー ト部 門)が 新 た に 「コ ー ポ レー ト」 と.して 浮 か び 上 が り,独 自 の役 割 を

担 う こ と に な っ た こ とで あ る。 つ ま り,ソ ニ ー株 式 会 社(本 体=コ ー ポ レ ー

ト)の 社 長 は,各 カ ンパ ニ ー に対 して擬 制 的 に資 本金 を割 り振 る こ と に よ って

「各 カ ンパ ニ ー の い わ ば く株 主〉 の視 点 に 立」",つこ と と な り,各 方.ンパ ニー に

対 す る調 整 と監視 の機 能 を果 た す こ と に な った の で あ る。 コー ポ レー ト ・レベ

ルで 行 わ れ る プ レ ジデ ン ト..会は,8つ の カ ンパ.ニー の プ レ ジデ ン トが集 合 して

月1回 開催 され,情 報 交換 や カ ンパ ニ ー を越 えた 交 流 が な さ れ る とい う。

さ て,ソ ニ ー株 式 会社 は現 在,901の 子 会 社 と49の 関連 会社 を擁 して い る。.

い わ ゆ る 「ソニ ー グ ルー プ」 で あ る。 そ こで,な ぜ これ ら8カ ンパ ニ ー もま た

法律.ヒ ・登記.Eも 別会 社 に,す なわ ち分 社 に しな か った の か,と い う疑 問が 生

じる。 そ れ につ い て は,同 社 は 「現 在 の 日本 で は 連結 納税 制度 お よ び持 株 会 社

の 設 立 が 認 め ら れ て お らず,.各 カ ンパ ニ ー を法 律 上 の 独 立 法 人 とす る く分 社

化〉 の メ リ ッ トが 享 受 で きない 」.からだ と述 べ て い る 。 ま た,同 社 は 「ソ ニ ー

は あ く まで 一 つ の 会.社で あ り」,コ ー ポ レー トの 共 通 部 門 の 利 用,給 与 ・人

事 ・福 祉 の統 一 の重 要性,な ど を挙 げ て い る置2♪。 つ ま り,分 社 化 で は 遠心 力 が

働 い て しま うた め,社 内 分 社 とい う方 式 で 権 限 委 譲 を 実 現 しな が ら,他 方 で

「ソ ニ ー は一 つ 」 の アイ デ ンテ ィテ ィを追 求 す る とい う,「 二 兎 を追 う作 戦 」 を

と ってい る と説 明 す る。

11)同 前。また,「各カンパニーには……毎年株主総会を開くつもりで経営にあたってもらう。社

長は各カンパニーの株主の立場で経営をチ」・ックする」.「うちの戦略,社 内の分社化」「朝日新

聞」1994年4月20口.

12)以 上,前 掲1経 営者」,25頁。また,「SONYの4文 字が我が社の最大の財産であり,Bつ の

カンパニーもSONYの 統一されたブランドの威光を利用しています。仮に持・株会社方式にした

時,現 在のブランドイメージをそのまま残せるか というと非常に心配なわけです」。大賀典雄

「ハー ドとソフトは表裏一体,SONYブ ランドこそ資産」『日経ビジネス」1995年4月24日,35

頁。

「
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(2}三 菱化学の ケース

三菱 化成 と三菱 油 化 は1994年10月 に合 併 し,日 本 最 大 の 総 合 化 学 会社 た る 三

菱 化 学 が誕 生 した。 合 併 と同 時 に 同社 は カ ンパ ニ ー制 を採 用 した 。 す な わ ち,

図3に 示 した よ うに,両 社 の合 併 に と もな う重 複 部 門 を調 整 しな が ら,9つ の

カ ンパ ニ ーが 設 置 され た 。 同 図上 方 の4カ ンパ ニ ー はそ れ ぞ れ マ ス ケ ミカ ル部

門で,い わ ば 川 上 型 の 成熟 分 野 で あ るの に対 して,下 方 の5カ ンパ ニ ー は先 端

的 な フ ァイ ン分 野 で あ 頓,川 下 型 の 成 長 商 品 を多 く生 み だ して い る。 各 カ ンパ

ニ ー の 売 上 高 は最 小 の機 能 資 材 カ ンパ ニ ー の400億 円 か ら最 大 の樹 脂 カ ンパ

ニ ー の2500{1,円 まで さま ざ まで あ る。 各 カ ンパ ニ ーの 責 任 者 た る プ レジ デ ン ト

に は 本 体 の 常 務 ク ラ スが 就 き,化 成 出 身 が6人,油 化 出 身が3人,「 社 長 ・会

長 の 下 に直 接,プ レ ジデ ン トが 横 一 線 に.並ぶ 形 態 と な る」1㌔..各カ ンパ ニ ー の

意 思 決 定 は それ ぞ れ の カ ンパ ニ ー経 営 会 議 で 行 わ れ る。

この よ うに 合 併 後 の新 会社 で は,「 各 カ ンパ ニ ーが よ り社 内 分社 に近 い形 で

運 営 さ れ る と と も に,各 々 の 推 進 事 業 の特 性 に 応 じた 経 営 を行 う」,61こと に

な った の で あ る。 ただ し,社 内 資 本 金 制 度 は ま だ 尊 人 され てい ない 。 また,プ

レジデ ン トに よ る投 資 決 済 額 は 現在3億 円 ま で とされ,そ れ 以 上 は会 長 ・社 長

の 決 済 とな る。

図3三 菱化学の組織
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13)「 カンパニー制で 権限を大幅委譲」「日本経済新 聞」1994年7月19日 。

】4)三 菱化学,内 部資料 。および,x三 菱 化学合併で始 まる本格 りス トラ」「週刊東49MJ1994

年1D月8日 。
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今 回 の カ ンパ ニ ー制 導 入 に よ り,同 社 の カ ンパ ニー ご との 自立 性 は 高 ま る こ

と とな った 。 しか し,カ ンパ ニ ー制 の導 入 の結 果,同 社 には,1)会 長 ・社長 一

コー ポ レー トス タ ッフ,2)会 長 ・杜 長 一 各 カ ンパ ニー,3)各 カ ンパ ニ ー一 現 業

部 門(事 業 所 ・支社 支 店 ・研 究 所)と い う,い わ ば 組 織 上 の新 た な 「メ ッシ ュ

状 況 」 が 生 じた の で あ り,そ れ は ま だ解 決 され て い るわ け で は な い 、 かつ て 三

菱 化 成 の 側 で は合 併 前 か らマ ネ ー ジ メ ン ト ・シス テ ム の再 検 討 が 開始 され て い

た 。 そ こで は,1)会 長 ・社 長 か ら各 カ ンパ ニ ー の プ レジ デ ン トへ ど の程 度 の 権

限 委 譲 を行 うか,2)コ ー ポ レー ト ・レベ ルの 意 思 決定 機 構 の実 質化 と簡 素 化 を

どの よ うに行 うか,3)カ ンパ ニ ー の管 理 運 営 の 自立 性 と共 通 部 門機 能 との 関連

を どの よ う に設 定 す るのか,が 論 じ られ て きた の で あ る。 す な わ ち,各 カ ンパ

ニ ー の 自立 性 を コー ポ レー トス タ ッフ と どの よ うに関 連 さ せ な が ら確 保 す る の

か,と い うゴー ボ レー トー カ ンパ ニ 一 間 の調 整 とい う課 題 で あ った 。 同社 の カ

ンパ ニ ー制 は まだ 完 成途 中 に あ り,そ れ は今 後 の 問 題 で あ る。

(3>日 立 製 作 所 の ケ ー ス

日立 製 作 所 が1995年2月 か ら導 入 した.新 制 度 は,同 社 で は 「グ ル ー プ 制 」 と

呼 ば れ て い る 。 導 入 の 背 景 は,同 社 の 「新 しい 市 場 へ の 展 開 力 の 弱 さ,新 商 品

を 立 ち 上 げ る ス ピ ー ドの 遅 さ 」 に あ り,「 組 織 の あ り方,経 営 の や り方 を 変 え

て い か な け れ ば,口 立 の 将 来 は 描 け な い 」 と い う危 機 感 に あ っ た ⊥%同 社 に よ

れ ば,グ ル ー プ制 と は 「事 業 〔本.〕部 ・工 場,研 究 開 発 部 門 ・営 業 部 門 が 一 つ の

グ ル ー プ を 形 成 し,自 己 完 結 的 に 事 業 運 営 を 行 な う」1結 の で あ り,図4に 示

し た よ う に 、 こ れ ま で の 幅 広 い 事 業 領 域 は4つ の グ ル ー プ に 集 約 さ れ,各 グ

ル ー プ は 社 内 に 置 か れ た 自 己 完 結 的 な 事 業 単 位 と い う 形 を と っ て い る 。 各 グ

15)「 日立 製作 所 ・巨艦分割の全貌」 『週刊 ダイヤモ ン ド」1995年5月27日,81-92頁 。また,「 毎

年,売E高 のほ6x'10%,41一 億円前後 という 日立の研究 開発投資は 東芝を約千億円L回 り.日 本

最大規模。だが…… 日立の事業を個別に見てい くと,業 界1位 は極めて少 ない」。 「巨艦 ・日立 も

くカ ンパニー制〉」 「日本経 済新 聞.11994年8月3日 。また,「 日立,事 業別4分 社化 へ」『日経 ビ

ジネス」1994年8月8・ 蔦 日,33頁 。

16),17)日 立製作所,内 部資料⑪
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図4日 立製作所の組織

(91)11

中.央研究所,そ の他者研 究所
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家電 ・情報 メデ ィアグループ
… 糀 情 報 ・デ ・ア事業本部 呼 業部他…

情報 グループ
:報 事 業本部6事 業部他…::

電子部品 グルー プ

2事 業部他i
:

…

その他

」本社部 門

一サポー ト部 門

ルー プは それ ぞ れ,事 業(本 〉部 ・国 内 営 業 本 部 ・国 際営 業 本 部 の各 機 能 組 織 か

らな る。 また,事 業(本)部 に は,研 究 所 か ら関 係 す る人 員 を 移 し,開 発 本 部

(または 開発 セ ン ター)が 設 け られ た。 しか し,同 社 の場 合,基 本 方針 と して

「正式職 制 と して の事 業 グ ル ー プは設 置 しな い」17}とさ れ る よ う に,グ.ル ー プ制

は まだ 未完 成 の ま まで あ る。

同社 で は これ まで に も収 益 の 管 理 は 丁場 プpフ ィ ッ トセ ン ター制 や 事 業 部 制

に よって行 わ れ て きた。 今 回 の 改 革 で は,さ らに,事 業 部 門か らの 独 立 性 が 強

か った研 究 開発 部 門 お よ び営 業 部 門 の 人 員 を 関係 す る.各事 業 部 へ と移 し替 え,

開発 ・営 業 機能 との一 体 化 に よ る 自己完 結 的 な組 織 を作 りだ そ う とす る もの と

言え る。 と くに4300人 が働 く研 究 開発 部 門(「 社 長 直 轄 の 聖域 」)か らは そ の3

分 の1が 関 連す る各 グ ル ー プへ 移 さ れ,事 業 の第 一 線 に近 付 け られ た 。 この再

編 は 「研 究 開 発 部 門 は社 長 直 属 だ った 日立 に と っ て,創 業 以 来 初 め て の こ と

で」L6)あった とい わ れ る。 ま た,営 業 本 部 か ら も3000人 の 営 業 マ ンが4事 業 グ

18)「 うちの戦略 ・〕立製作所」「朝口新聞」1995年3月1日 。
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ル ー プ に異 動 した 。 こ う して,今 回 の改 革 に よ り,各 グ ルー プは 開発 ・製造 ・

販 売 を揃 えた 自己 完 結 的 な 組 織体 と して 「あ たか も独 立 会 社 の よ うな 機 能 を持

つ 」L9〕こ と とな り,市 場 へ よ り接 近 して,意 思 決 定 の 迅 速 化 を 図 ろ う と した の

で あ る。

グ ル ー プの 設 置 に よ って,必 然 的 に本 社 機 能 は 「コー ポ レー ト」 と して 明確

化 され た 。 コー ポ レー トは さ ら に管 理 部 門 とサ ポ ー ト部 門 とに分 け られ,前 者

は コー ポ レー トス タ ッフ と して管 理 業 務 を行 い,ま た後 者 は事 業 ライ ンの 業 務

遂 行 を助 け る。 コー ポ レー トに は現 在1650人 が お り,E】 立 製 作所8.万 人 の従 業

員 を管 轄 して い る。 つ ま り,2箔 強 の ス タ ッフが 同社 を管 轄 して い る こ とに な

るが,こ の1650人 の内850.人 は 事 業 ラ.インの支 援 に携 わ って お り,そ の3割 を

さ らに 各 グ ル ー プ傘 下 へ と移 す こ とに よ っ て,コ ー ポ レー トの 一 層 の ス リ ム化

が予 定 され てい る。

(4}三 洋電機の ケース

三洋 電 機 が 社 内 資 本 金 制 度 を 取 り入 れ た の は早 く,1986年 の こ とで あ った。

す なわ ち,そ れ まで 「組 織 ・機構 面 で も井 植 一 族 の佃 入 商店 的 な 色 彩 を色 濃 く

残 して い た 」鋤 とい わ れ る 同社 は,そ の 年 に東 京 三 洋 電 機 を合 併 した の を機 会

に8事 業 本 部(社 内 分 社)を 設 立 し,そ れ ぞれ に資 本 金 を配 分 した の で あ る。

91年 か らは さ ら に関 係 会 社 約260社 を も各 事 業 本 部 ご とに 分属 整 理 す る形 で 改

革 を進 め て きた 。 つ ま り,三 洋 電機 グ ルー プ の全 体 を,本 社(コ ー ポ レー ト)

一分 社(社 内分 社 お よ び 関 係 会 社)に 二 分 し,後 者 を プ ロ フ ィ ッ トセ ン ター の

単 位 と して 位 置 づ け た の で あ る。

図5は,8事 業 本 部 か ら成 る現 在 の組 織 図で あ る。社 内 分社 た る事 業 本 部 は,

プ ロ フ ィ ッ トセ ン ター と して の利 益 責 任 の追 求,本 部 内 事 業 の最 適 化,事.業 目

標 と経 営 基 本 方 針 の 設 定,関 係 会 社 の調 整 ・指 導,な ど を行 って い る 。他 方,

19)前 掲,r週 刊 ダ イ ヤ モ ン ド」1995年5月27日,84頁..

20)「 新 生 三 洋 電 機,試 練 の船 出」.「日本経 済 新 聞 」1986年12月1目.



カンパニー制と持株会社解禁論

図5三 洋電機 の組織
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本 社.部 門

サ ポー ト部門
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本社(コ ーポレー ト)の 役割は,全 社 トータル利益の最大化,分 社の経営支援,

経営管理制度の改善,業 績評価 ・人事 ・意思決定などの制度化,な どであると

いう。

重要なのは,各 「事業本部には社内資本金を持たせて,1件 当り10億円以下

の投資なら本部長の権限で実施できる」とし.たことである。社内資本金は,全

資本金の4-5割 を本社分 とし,残 りが8事 業本部に割 り振 られた(各 資本金

額は非公開)。 また,1各 事業本部は損益計算書だけでなく貸借対照表や資金運

用表を基に収益管理を徹底 資金の効率運用を追求 している」鋤。事業本部長

の権限範囲に関 しては全社的な 「意思決定規定」や 「権限責任基準」によって

定められるが,社 内分社としての事業計画(年2回)は,コ ーポレー ト・レベ

ルでの経営会議で承認されれば,以 降は事業本部長の裁量となるという。

〔5}三菱商事のケース

総合商社についてはこれまでほぼ10年 ごとに 「斜陽論」「無用論」「冬の時代

論」などがささやかれてきた。バブル崩壊後にも商社は苦境にある。そこで商

社が 「復権の切 り札 として検討 しているのが独占禁止法の改正を.前提にした持

ち株会社構想」であるといわれ,「 具体的には本社機能を持ち株会社.として残

21)以 上,「 一足早い社内分.仕化奏功」 「日経産業新 聞」1994年9月9日 。
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し,そ の下 に営 業 各 部 門 を事 業 会社 と して独 立 させ る」 試 み が 進 め られ て い る。

「商 社 が 部 門別 事 業 会社 制 を 導.入す る狙 い は,組 織 を小 さ くし,即 断 即 決 の体

制 を構 築 す る こ と に あ る」Z%旺 井 物 産,三 菱 商 事,住 友 商 事,伊 藤 忠 商 事 な

どが,す で にそ れ ぞ れ の動 きを見 せ てい る。

た とえば,三 菱 商事 は1995年4月 か ら社 内 資 本 金 制 度 を 導 入 した 、 図6に 示

した よ うに,全 社 資 本金 の35%,約2000億 円 だ け を 本社 部 門が もっ こ と にな り,

残 りの65%が 社 内資 本 金 と して7つ の 営 業 グ ルー プ に それ ぞれ 割 り振 られ た 。

各 営 業 グ ルー プの社 内資 本 金 はそ れ ぞ れ の 人 員 数 ・投 資残 高 ・固定 資 産 な ど に.

よ って定 め られ た 。 また,各 グル ー プ は それ ぞ れ の 貸 借 対 照 表 を もつ こ とと な

り,年 間 に どれ だ けの税 引 き利 益 を,す なわ ちROE(株 主資 本利 益 率)を 上

げ たか を計 数 管 理 され る こ とに な った。

.一...図6三 菱商事の組織

営業部門

情 報 産 業 グルー プ(200億 円)

燃 料 グルー プ(1,000億 円)

同社が社内資本金制を導入 した狙いは,

とにあった。 これまでは売上高や粗利益は主として全社的に計算され,そ れを

.ヒげるためのコス トについては各営業部門は無関心であった。「今後は各部門

..一金 属 グ ルー プ(500憶 円)

機 械 グ ルー プ(1,000億 円)

食 料 グ ルー プ(300億 円)

学 品 グ ルー プ(450億 円)

離 ・資 材 グル ー プ 〔2〔X〕億 円)

職 能 部 門

本 社 部 門

サ ポ ー ト部 門

準営 業 部 門

開発 グ ル ー プ

コ ス ト意 識 を.全 社 的 に 徹 底 さ せ る こ

22)以 卜,「 総 合 商社 が商 社 で な くな る 日,カ ンパ ニ ー 制 に 生 き残 り賭 け る」 旧 経 ビ ジネ ス」1995

年4月24H,117頁 。
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が く独 立.企業 〉 と して経 営 し,そ れ ぞれ が 利 益 面 で も責任 を果 たす こ とで 効 率

化 を 図」瑚る こ とに な った の で あ る。 もち ろん,事 業 部 ご との 業 績 管 理 は従 来

の 事 業 部 制 の も とで も実 施 され て きた 。 しか し,そ れ は あ くまで 損 益 計 算 書 を

ベ ー ス とす る フ ロ ー の管 理 にす ぎな か った
。 社 内資 本 金制 の ト'では,さ らに貸

借 対 照 表 に よ る ス トックの 管 理 視点 を も取 り入れ る こ とに な る。 つ ま り,コ ス

トを無 視 して 量 に 走 って きた従 来 の 「量 の経 営 」 か ら,ROEを 重 視 す る 「率

の経 営 」 へ の転 換 で あ る と言 え よ う。 したが って ,「 各 グ ル ー プ は,あ た か も

別 会 社 の よ う に独 自 の損 益 計 算 書 と貸 借 対 照 表 を持 って 運 営 す る」鋤。 こ う し

て,同 社 で は 営 業 グル ー プ単 位 ご とに効 率 経 営 の徹 底 化 が 図 られ る こ とに な り,

「これ は 実 質 的 な分 社 化 で,本 社 は も うか る部 門 に は資 金 を 出 す が 衰 退 部 門 は

切 り捨 て る こ とに な る」25乏 もい わ れ る。 また,注 目す べ き は,同 社 の 場 合 ,

この 「率 の経 営」 は本 体 だ け に限 る こ と な く,96年 か らは子 会 社 ・関 連 会 社 を

も含 め た 連結 ベ ー ス に まで 拡 大 し,連 結経 営 の指 標 に され る予 定 で あ る とい う。

以 上,い くつ か の 会 社 の カ ン パ ニ ー 制 を 取 り上 げ 概 観 して き た 。 こ れ ら の 他

に も,旭 硝 子 の 独 立 事 業 部 制 踊や 住 友 金 属 の 品]別 社 内 分 社 侮IP7,な ど ,相 当 の

事 例 を 見 い だ す こ と が で き る 。 も ち ろ ん,こ れ ま で 見 て き た よ う に,カ ン パ

ニ ー 制 と い っ て も そ の 内 容 や 目 的 は 各 社 必 ず し も 一 様 で は な か っ た 。 しか し,

そ こ に 共 通 す る の は,そ れ が,こ れ ま で の 組 織 の 分 権 化 と い う 基 本 的 な 流 れ を

受 け 継 ぐ も の で あ り,と くに 従 来 ま で の 分 社 化 戦 略 の 延 長 線 上 に 置 か れ て い る

と い う こ とで あ っ た 。 つ ま り,本 社 の 内 部 単 位 を ス ピ ン オ フ す る こ と を 通 じ て ,

本 社 そ の も の の ス1,ム 化disintegrationと 戦 略 本 社 化 と を よ り一 層 追 求 す る,

とい う流 れ に 沿 っ て い た の で あ る 。 要 す る に 「小 さ な 戦 略 本 社 」 の 絶 え ざ る 追

23)「 社 内資本金制度導入で何 がどう変わるのか,メ リットは?」 「日刊ゲ ンダイ」1994年12月22日 。

同社のそれ は 「仮想持 ち株会社経 営」 とも呼ばれ る.『 口紐 ビジネス」1995年8月 錦 日,23頁 。
24)「 三菱商事 も社内資本金制」「日本経済新聞」1994年]2月11日 、

25)前 掲,「 日刊 ゲ ンダイ」。

26)「 旭硝.∫・,疑似分社で速攻」r日 経 ビジネス11994年1D月31日 ,54-58頁 。

27)「 品 目別に社内分社制」「口本:詳済新聞」1994年11月7日.
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求で あ った。 しか しなが ら,ス ピ ン オ フの追 求 に よ る戦 略 本 社 化 の 完 全 な 実現

に は制 限が あ った 。 ス ピ ンオ フ によ るス リム化 の進 展 を あ る所 で ス ト ップさ せ

て 生 み落 とされ た 形 態 こそ が カ ンパ ニ ー 制 で.あっ た。 また,そ れ を ス トップさ

せ た 原 因 の 一 つ こ そ が 独 禁 法 第9条 で あ った 。 分 社 とい う形 で な く,カ ンパ

ニ ー(社 内分 社).と い う形 態 を 採 らざ る を え なか っ た の に は,つ ぎ に見 る,純.

粋 持 株 会 社 の 設 立 禁 止 とい う制 約 が あ っ た ので あ る。

IVカ ンパニー制と持株会社解禁論

(1)持 株 会社解 禁論

近 年,持 株 会社 解 禁 論 が 盛 んで あ る。 まず,そ の 内 容 を概 観 して お こ う。

独 占 禁 止 法 第9条 は 「持 株 会 社 」 の 設 立 を 禁 じて い る。 ま た,あ る 会 社 が.

「持 株 会 社 」 に転 換 す る こ と も禁 じて い る。 しか し,周 知 の よ う に,今 日,大

企 業 に 限 る こ と な く日本企 業 の多 くは実 際 上 は持 株 会 社 とな って い る 。 つ ま り,

企 業 グ ル ー プの 中核 企 業(親 会 社)と して,数 多 くの 関 係 会 社 の 株 式 を所 有 す

る持 株 会社 とな って い る。 ま た,関 係 会 社 以 外 の 株 式 を も多 数 所 有 して い る 。

こ うな った の は,よ く知 られ て い る よ うに,独 禁 法 の い う 「持 株 会 社」 とは,

[.株式 を所 有 す る こ とに よ り国 内 の 会 社 の事 業 活動 を 支 配 す る こ と を主 た る事

業 とす る会 社 」 を指 す か らで あ る。 他 社 の株 式 を所 有 す る持 株 会 社 で あ って も,

か た わ ら何 らか の事 業 を行 っ て お れ ば,そ れ は事 業 持 株 会 社operatinghold・

mgc。mpanyで は あ って も,独 禁 法 が 禁 止 す る 「持 株 会 社 」,す なわ ち純 粋 持

株 会社pureholdingcompanyに は な ら ない 。

独 占 禁止 法 の]的 は 「自由か つ公 正 な競 争 」 を確 保 す る こ とで あ る。株 式 所

有 に よ って他 社 の事 業 を支 配す る こ とを主 た る事 業 とす る純 粋 持 株 会社 は,経

済 力 集 中 の有 効 な手 段 と な りえ よ う。 したが って,そ の設 立 を禁 ず る第9条 は,

独 禁 法 の 最 も根 本 的 な 理 念 を 表 して い る と言 え る。 そ れ は1947年 の い わ ゆ る

「原 始 独 禁 法 」 以 来,基 本 的 に は変 更 され な い ま ま半 世 紀 を推 移 して きた。 こ

の こ とは,同 法 の他 の諸 条 項 が,時 代 と と もに た びた び変 更 され,形 骸 化 さ れ

「
(
7
匹
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て きた こ とに比 べ て対 照 的 で あ る。 た と えば,そ の一 つ,事 業 会 社 に よ る他社

株式 の所 有制 限 につ い てみ れ ば,そ れ は 原 始独 禁法 で は原 則 的 に禁 止 され て い

た(第10条 「金 融業 以 外 の 事 業 を営 む 会社 は,他 の 会 社 の 株 式 を取 得 して は な

らな い 」)。 しか し,こ れ は,早 くも1949年 の 第.一次 改 正 に お い て,「 会 社 間 の

競 争 を実 質的 に減 殺 す る こ と とな る場 合 」 お よ び 「一 定 の取 引分 野 に お け る競

争 を実 質 的 に制 限 す る こ と とな る場.合」 を除 いて,原 則 自由 へ とり 転 した 。 し

たが って,1950年 代 に 入 る と事 業 会 社 に よ る他 社 株式 の取 得 が急 激 に.進んで,

いわ ゆ る企 業 間の 「系 列」 網 が広 く形 成 され る こ と に な った ので あ る。 また,

そ の結 果,そ れ らg事 業 会 社 は 「事 業持 株 会社 」 へ と転 換 しは じめ た 。

そ れ は と もか く,い わ ゆ る 「ニ ュー デ ィ ラー た ち の忘 れ 物 」鮒 と呼 ば れ る独

禁 法 第9条 につ い て も,こ れ まで 見 直 しの動 きが な か った わ け で は な い 。

と くに1960年 代 半 ば に,資 本 自由 化 へ の対'応策 と して の 「持株 会 社 構 想 」 が

議 論 さ れ た こ とが あ る。 そ の 契 機 を 与 え た の は,財 界 代 表 の欧 州経 済使 節 団 に

よ る 「産 業体 制 近 代 化 に関 す る提 言 」(1966)で あ り,そ こ に お い て 純 粋 持 株

会社 の 「容 認 」 問 題 が提 唱 され た ので あ る。 す なわ ち,本 格 的 な 国際 競 争.の時

代 を迎 えて 「産 業 構 造 の 再編 成 」 が 急 務 で あ り,そ の た め に は大 企 業 間の 水 平

合併 を急 ぐ必 要 が あ る。 しか し,企 業 合 併 に は 「もろ もろ の点 で 摩 擦 の発 生 が

予 想 さ れ」謝 る。 た と え ば,合 併 後 の役 職 員 の 処 遇,従 業 員 の 配 置 転 換,給 与

体 系 の 調 整,組 織 や諸 規 定 の統 合,設 備 の 合理 化 ・再 編,下 請 ・販 売 網 の 調 整,

な ど な ど。 合併 企業 の 間 に大 小 ・優 劣 が あ れ ば吸 収.合併 や 子 会 社 化 な どが 可 能

で,「 摩 擦 」 は よほ ど少 な いで あ ろ う。 しか し,「 ほぼ 対 等 な立 場 にあ る大 企 業

が,複 雑 な機 構 の統 合 に伴 う摩擦 を避 けな が ら,か つ 分 権 的 な既 存 の 管 理 体 制

を効 果 的 に利 用 し集 中化 の 実 効 を最大 限 に挙 げ よ う と」 す れ ば,そ れ ら 「企業

の法 的 自立 性 は尊 重 しつ つ そ の経 済 的機 能 を統 一的 に運 営 しう る よ うな メ カニ

ズ ム」絢が 必 要 にな って くる。 そ の 新 た な メ カ ニ ズ ム を実 現 す る もの こ そ が純

28)橋 口収 「持 ち株 会 社 は解 禁 す べ きか 」 「日経 ビ ジ ネス1】 §94年5月30日,19頁 。

29>翠 川鉄 雄 「産 業 再 編 成 と持株 会社 」 『公 正 取 引 」 第200号,1967=5.6月,17頁 。
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粋 持株 会社 の解 禁 に他 な ら ない,と い うわ けで あ る 。 これ以 降,日 本 経 済 の 急

速 な 国 際化 に と もな っ て,持 株 会 社 解 禁論 は,一 方 に お け る集 中規 制 の 維持 と

い う国 内法 規 の側 面 と,他 方 で の 国 際 競 争 力 の 涵養 とい う側 面 との間 で,い ず

れ を重 視 す るか とい う形 を と りな が ら展 開 され は じめた 。

しか し,こ の 時 期 の解 禁 論 は,反 面,次 の よ う に も言 う。 「わ れ わ れ が く持

株 会 社 〉 容 認 論 を提 起 した の は,そ れ が 〔産 業〕 再編 成具 体 化 のた め の多 様 な

手 段 の 一 つ,そ れ もか な り有 力 な手 段 で あ る と考 え た か らで あ り,〈 持株 会社 〉

が 容 認 され れ ば 全 て の 再編 成 が うま く進 む とも考 え て い な い し,逆 に(持 株 会 ＼1

社 〉 が 容 認 され ね ば再 編 成 が.全 く進 ま な い と も考 えて い な い」3%あ るい は,

「持 株 会 社 構 想 は,企 業 の 直接 の 合 併 を さ け て,し か も企 業 の 競 争 力 を 高 め る.

た め に,集 中 的 な 企 業 経 営 を行 い う る方 策 の い わ ば.環 と し て考 え られ て い

る」3㌔ 「持 株 会 社 構 想 を提 唱 す る場 合,持 株 会 社 だ けが 孤 立 して 論 じられ て い

る ので は な い… … い ま突 然 表 面 に お ど りで た の は,た.ま た ま….…持 株 会 社 に対

す る禁 止 条 項 が あ るた め,殊 に尖 鋭 な 問題 と して表 面 化 した だ け の こ とで あ る。

全 体 の 議 論 は これ を も含 め て,産 業 の 再 編 成 の 方 途 に 関 す る理 論 の 一 環 で あ

る」331。この よ うに,こ の 時 期 の 解 禁 論 が 解 禁 「容 認 」 の 理 由 と して も っぱ ら

挙 げた の は,本 格 的 な資 本 自由化 時 代 の到 来 を控 え て 大企 業 間 の対 等 合 併 を よ

りス ムー ズ に行 う必 要が あ る とい う一 点 で あ った 。 しか も,上 記 の 文 面 に も現

れ てい る よ う.に,そ の主 張 ぽ控 え 目で あ り,回 りく どい表 現 に終 始 して い た の

で あ る。持 株 会 社 解 禁 論 は,当 時,ま だ追 い風 を受 け てい なか った と言 え る 。

しか し,/985年 以 降 の 円高,お よび90年 代 に 人 って のバ ブ ル崩 壊 と リス トラ

の 時代,そ して何 よ り も最 近 の 「規 制緩 和 」 の大 合 唱 の中 で,事 情 は 異 な っ て

きた 。

まず,円 高 を背 景 とす る産業 構 造 の急 速 な変 化 の 中 で,1987年 に は経 団連 が

「持 株 会 社 の下 に 多 くの 事 業 会 社 を持 ち,持 株 会 社 が コ ン トロ ー ルす る体 制 で

30),31)同 前,18,19頁 。

ヨ2).,33)鎌 倉 昇 「持 株 会 社 構 想 と独 禁 政 策 」 『公 正 取 引 」 第200号,1967年5.6月10,]2頁 。

,
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.
.
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な け れ ば,国 内 外 で 自 由 に事 業 展 開 で き ない 」.と明 確 に 主張 し,「 経 済 環 境 の

変 化 と競 争 政 策 の あ り方 」 を提 出 した。 そ こに お いて 論 じられ た の は,1)企 業

間 の水 平 続.合,2)リ ス トラ,3)海 外 展 開,を 容 易 に行 うた め の持 株 会 社 解 禁 の

必 要性 で あ っ た。1)は か っ て議 論 さ れ た こ とで あ り,2)と3)が 新 し く付 け加 え

られ た。

続 い て ユ992'1一に は,経 済 同友 会 が 「企 業 系列 の 国際 的 ハ ー モ ナ イゼ ー シ ョン

を 目指 して」 を発 表 した。 そ こで は,「 欧 米 の持 株 会 社 の経 営.者が 傘 ドの 各事

業 の 日常 的 な運営 か ら離 れ て,マ クロ的 視 点 か ら国 内外 の政 治 ・経 済 ・社 会 の

動 向 を注 視 し,ま た は 諸活 動 に 関与 し,そ こか ら生 ま れ る情 勢 判 断 をベ ー スに

自ら の企 業 グ ルー プ全 体 の統 括 を行 う姿 は,経 営 者 の ・つ の理 想 像 とい え るの

で は な い か 」 と述 べ,次 の よ う に持 株 会 社 組 織 の 有 用 性 を 挙 げ た。D企 業 グ

ル ー プ経 営 の 効 率 化,2)リ ス トラへ の柔 軟 性,3)諸 外 国 の法 制 との整 合 性,4)

経 営 の安 定 化 対 策,5)企 業 合 併 の摩 擦 の 回避,6)経 営 の モ ニ タ リ ン グ機 能,な

どで あ る。 と くに3>お よ び6)が その 新 しい 論 点 で あ った。

さ ら に持株.会社 解 禁 へ の確 実 な流 れ を作 った の は,1993年6月 の 産 業 構 造 審

議 会 〔基 本 問題 小 委 員 会)の 「中間 的 取 りま とめ」 で あ った 。 そ こで は 「企 業

に と って の 選択 の 幅 の拡 大 のた め 競 争 政 策 を予 防 的規 制 重 点 型 か ら弊 害 規 制重

点 型 へ と移行 」 す る こ とが 明 確 に打 ち 出 さ れ た ので あ る。 続 く11月 の 同 委 員 会

の 「中 間提 言 」 で は,ユ)異 業 種 の効 率 的統 合,2)合 併 め 代 替 方 策(摩 擦 回 避),

3)分 社化 に よ る効 率 的 経 営 と円滑 な 人 事管 理,4)企 業 経 営 の チ ェ ック機 能 強化,

な どの 理 由が 挙 げ られ,「 我 が 国 固 有 の 規 制 で あ る 純粋 持株 会 社 の 一 律 禁 止 規

定 につ い て は… … そ の 見 直 しを検 討す べ きで あ る と考 え られ る」 と結 ん だ ので

あ る。

そ の後 も持 株 会社 解 禁 を め ぐる多 くの議 論 が 展 開 さ れ て きた。.1994年6月 に

ば公 正 取 引 委 員 会 が 解 禁論 に対 す る 「反 論 書=を 作 成 し,1)持 株 会社 は事 業 支

配力 の手段 と な り,公 正 で 自由 な競 争 を阻 害 す る,2)解 禁す る と企 業 の系 列 化

が進 み,海 外 か らの批 判 は必 至,3)持 株 会 社 が な くと も リス トラ クチ ャ リ ン グ
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は可 能,な ど と訴 え た鋤。 しか し,政 府 は,1995年 春,持 株 会.社設 立 の 規 制 を

見 直 す 方 針 を固 め て,同 方針 を 「規 制 緩 和 推 進5カ 年計 画 」 に盛.り込 む こ とに

な っ た。 つ ま り,見 直 しの議 論 を 開始 し 「3年 以 内 に結論 を得 る」 と明記 され

た ので あ る軌 、

② 持株会 社解禁 への2つ の シナ リオ

カンパニー制と銀行持株会社

持 株 会 社 解 禁 へ の風 向 きは変 わ って きた 。 と はい え,解 禁 を め ぐって は まだ

い くつ か の問 題 もあ る。1995年2月 に行 わ れ た 日米 包 括経 済協 議 の席 で ア メ リ

カ 政府 は,1)純 粋 持 株.会社 の 解 禁 は系 列 強 化 につ なが る,2)公 正取 引委 員 会 の

機 能 を弱 め か ね な い,な ど と して 「否 定 的 な 見 方 を示 した」」の。 ま た,何 よ り

も,当 の企 業側 に お いて 持 株 会社 の解 禁 を 熱心 に 求 め る声 が 意 外 と少 な い,と

い う現 状 が あ る。1994年8月 に 行 わ れ た あ る ア ンケ ー ト調査 ヨ7〕に よる と,持 株

会 社 解 禁 につ い て 「賛 成 」 と回答 した の は15.9%,「 条 件 付 き賛 成 」 と合 わ せ

て も29.4%の 企 業 にす ぎ なか った 。 「反 対 」 と した の は さ す が に4.1%と 少 数 で

あ った が,残 りの66,5%も の 企 業 が 「どち ら と もい え ない 」 と して い た ので あ

る 。 さ らに,独 禁 法 が 改 正 され 持株 会社 の設 立 が 可 能 に な った 場合 につ い て,

「積 極 的 に 設 立 す る方 向 で 考'えた い」 と した企 業 は わ ず かO,9%,「 設 立 が み と

め られ た後 は 前 向 き に.検討 した い 」 と回.暮した企 業 も21.5%に と どま った。 過

半(51.1%)の 企 業 は,「 持 株 会社 の 設 立 は認 め られ る べ.きだ が,当 社 と して

は 特 に 設立 は考 え て い ない 」 と回 答 して い た ので あ る。 この よ うに.大方 の企 業

34)「 公取委が反論書」「日本経済新聞」1994年6月7日.

35)な お,今 回 の持株1+M禁 鶴 見への動 きは,他 の多 くの規制1緩和案件が関係 割 ゆ 反対 によっ.

て実現 困難な中で、「規制緩和 の目玉」 として 「水円町の論理」に よって鮭め られてい る,と い

う解説 もある。…一独禁 法の戦後総決算 ・持株会社解禁の行 方」『週刊 ダイヤモ ンド」1995年5月13

日。

36)「 純粋持ち株会社,米,解 禁を懸念」 「H本 経済新聞」1995年2月26日 。「純粋持 ち株 会社解禁

対 日進出 の障壁 に一1同.19951f'3月1田 。

37)「 純粋持 ち株 会社 に関す る産業界の意 識」「週刊東洋経済」 〔日本 の企業 グルー プ95)1995年 。

調査対 象企業 は.L場 ・店頭 ・未上場大手 ・生保 を含 めた2373社,1700.;社 か らの回答 にもとつ く。
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は,事 業 戦 略 の展 開 に お い て現 在 の 事 業 持 株 会 社 の ま まで大 きな不 自 由 を感 じ

て い ない とい う状 況が あ る鋤。

こ う した 中 で,今 後,持 株 会 社 解 禁 の 実現 に向 け影 響 力 を及 ぼ す もの と して

注 目す べ きは,.つ は銀 行 持株 会社 の 解 禁 へ の動 向で あ り,も う一 つ は 本 稿 で

見 て きた カ ンパ ニ ー制 導 入 に よ る持 株 会社 の実 質 化 の 動 きで あ ろ う。

銀 行 持 株 会 社 の 設立 問題 につ い て は,い わ ゆ る金 融 自由化 の波 の 中で,浮 き

つ 沈 み つ して きた 。 そ れ は,銀 行 業.務と証 券 業務 の 間 の相 互 乗 入れ 問 題 が 本 格

.的 に議 論 され 始 め た80年 代 末年 ご ろ に浮 か び上 が って きた。 す なわ ち,当 時,

「持 ち株 会 社 を頂 点 に,そ の 傘 下 に銀 行,信 託,証 券,保 険 な どの 金 融 会 社 が

ぶ ら下 が る方 式 」鋤,つ ま り持 株 会 社 方 式 も検 討 さ れ た の で あ る 。 しか し,結

果 的 に は,純 粋 持 株 会社 の 設立 禁 止 とい う現 況 の 中で,や む な く業 態 別 子 会 社

方式 が 採 用 され ざ るを え な か っ た とい う経 緯 が あ る。 したが って,そ の後 も子

会社 方 式 の 欠 陥 を批 判 しな が ら 「せ めて 銀 行 にだ けは持 株 会 社 を解 禁 して に し

い」 「持 ち株 会社 は金 融 界 の悲 願 」 とい う根 強 い 動 きが 続 い て きた の で あ る。

た と えぼ,「 金 融 機 関 と して は も う一 歩 先 へ 進 んだ 金 融 改 革 が必 要」 で,「 そ れ

は持 ち株 会社 方 式 」 に ほ か な らず,「2ユ 世紀 の 日本 の 金 融 シ ス テ ム を見 据 え る

な らば 持 ち株 会社 方 式 の導.入が 視 野 に入 っ て く る」鋤の は 当 然,と して き た の

で あ る。 「独 禁 法 九 条 撤 廃 の メ リ ッ トを フ ル に享 受 す るの は金 融 機 関 で あ る」4`}

といわ れ るの には,以 上 の よ うな背.景が あ った 。

38)「 持ち株 会社を利用す るのは金融制度改革で異業態への進出を許 された金融機関 ぐらい。あ と

は新興企業や有力企業 のこ ぐ一部だ けに限 られ る」 とい う見方 もあ る.「解禁で も経 営改革進ま

ず1「U本 経 済新 聞.」1993年7月11日.ま た,「 形 だけで も事 業を していれば,〔 純粋〕持 ち株 会

社に近い経 営がで きるという,事 実上の抜け道 もある」.前 掲,橋 口。

39)小 林 剛 「銀行が熱望す る(:持 ち株 会社〉解 禁の 目」「週刊エ コノ ミスFA1995年5月3Q日,58

頁。

40>徳 田博美 「金融再編,次 の射程は持 ち株会社」 「週刊エ コノ ミス.ト11995年4月25日 ,33頁 。

「業態別子会社参入 方式 の限界一一 金融持 ち株会社.再考を一 」「日本経済新聞」]994年11月12日 、

また,馬 淵紀壽 「持 ち株会社認め銀行強化」同,1995年4月5口,は 金融持.株会社 法の制定 を主

張す る。 さらに,同 「純粋 持株会社制度 の導入 と金融再編JA」 『金融 ジャー ナル』1995年7月 号,

参照。

41)前 掲,小 林,58頁 。なお,金 融制度調査会 〔基本問題検討委員会)も 最近,1』現在は禁止 さノ
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さ て,カ ンパ ニー 制 導.人に よ る純 粋 持 株 会 社 解 禁 の 実 質 化 とは ど うい うこ と

か 。

カ ンパ ニ ー制 と は,さ き に見 て きた よ うに,本 体 を コー ポ レー トと カ ンパ

ニ ー とに二 分 しよ う とす る組織 改革 で あ る。 あ るい ば,さ らに 子 会 社 な ど も含

め た グル ー ブ レベ ルで 考 えれ ば,図 ユ圖 に示 した よ うに,企 業 グル ー プ の全 体

を コー ポ レー トと分 社(社 内分 社 お よ び社 外 分 社 群)と に 分 離 し,前 者 に よ っ

て後.者を管 理 しよ う とす る方 策 で あ る。 コー ポ レー トが,こ こに,社 内 ・社 外

を 問 わず,多 くの分 社 群 の 頂 点 に位 置 す る存 在 と して 浮 か び ヒが って きた ので ・

あ る。 これ まで の 「親 会 社(事 業兼 営 持 株 会社)一 関 係 会 社 」 とい う図 式 は,

コ ー ポ レー トとい う新 しい 「企 業 の 境 界 」 を 設 け る こ と に よ っ て,「 コ ー ポ

レ ー トー分 社(カ ンパ ニ ー お よび 関 係 会 社)」 とい う よ う に組 吟 直 さ れ る こ と

に な った卿。

しか も,カ ンパ ニ ー 制企 業 の ほ とん ど は社 内資 本金 制 を導 入 して い る。 す な

わ ち,各 カ ン.バ二 一(分 社 〉 へ の社 内 資 本 金 の 割 り振 りは,必 然 的 に コー ポ

レー トを そ れ らの株 主 の位 置 につ け る こ と に な る。 先 述 した よ う に,コ ー ポ

レー トは 「各 カ ンパ ニ ー の いわ ば 〈株 主〉 の視 点 に立 」 っ こ とを意 味 した の で

あ る。 た と えば,ソ ニ ー で は年 に1回,8カ ンパ ニ ー が 事 業 成 果 を報 告 す る

「カ ンパ ニ ー総 会 」 が 開 か れ るが,「 この 会議 は 〈8社 〉 に とっ ての い わ ば 株 主

総 会 に 当 た る」'%ま た,言 う まで もな く,も と よ り コー ポ レー トは数 多 くの

社 外 分 社(関 係 会 社)の 大 株 主 で もあ っ た。 こ う して,コ ー ポ レー トは,社

＼れてい る金融持 ち株会社 につ いて 〈議論を深める必要がある〉と積極姿勢 を示 し,業 態別子会社

方式が中心の金融制度改革の あ り方 を問い直す 」ことに した.「 日本経済新聞」1995年5月27日 。

あ るいは,全 国銀行協.会連合 会は,「 〈金融機関による産業支配の心配が ない形〉 を前提条件に,

金融持ち株会社が解禁されれ ば,銀 行,証 券 など金融機関が業態 をまたが る業務展開 を柔軟に進

め ることがで きる1と 期待・を表 明 した。「日本経済新 聞11995年5月31日 。

42)「 持ち株会社 が認められれ ば,持 ち株会社が一 つの企業なのか,持 ち株会社の もとにある企 業

グルー プを一つの企業 体と考 える匹=)かとい う問題が生 じるよ うに,組 織 自体の境界が はっきりし

な くなる」。武 田晴 人(対 談)「 〈持ち株会社〉 で財 閥が復活す るはずがない」 『週刊エ コノ ミス

ト」1995年5月30日,4B頁 。

43)「 ソニーの針路.カ ンパニー制で切磋琢磨.」幽 経 ビジネス」1995年4刀24日,22-23頁 。
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内 ・社 外 を 問わ ず,多 くの 分社 群 の頂 点 に位 置 す る実 質 上 の 持 株 会 社 とな り,

しか も現 業 部 分 を切 り離 した 「純 粋 持 株 会 社 」 とな るの で あ る。 この よ うに,

意 識 す る と しない と を別 に して,カ ンパ ニ ー制 を採 用 す る こ とは,純 粋 持 株 会

社 の形 態 に極 限 まで近 づ くこ とを意 味 してい た 。

V解 禁論の問題点

今 日,持 株会社の解禁は止めることのできない流れのように思われ蛋,企 業

にとって組織戦略の選択肢がふえることは望ましいことに違いない。「企業の

経営戦略の変化に対応した企業組織のあり方 としては,〈社内分社化〉を一歩

進めた純粋持株会社形態は,有 力な選択肢押 となっているのである。先述の

アンケー ト調査結果について,た とえ要望する企業の比率が小さくとも,少 数

であれそれを望む企業が存在する以上,選 択肢の幅をふやすべき,と いう意見

もあろ う。「明白な公共的害悪がない限 り,企 業には様々な組織形態の選択が

許されてよい」面かも知れない。

持株会社解禁については,資 本集中の加速化,系 列や集団形成の促進による

市場の閉鎖性 ・排他性の増大,企 業モニタリングの面からの問題提起,そ のほ

かにも種々の論点がある樹。紙幅の都合.ヒ,こ こでは2点 だけ挙げておこう。

一つは
,戦 後型の企業(間 関係)シ ステムを作ったのは持株会社禁止 とい う

独禁法の枠組みの存在であった,と いうことに他ならない。とくに,い わゆる

6大 企業集団という,大 企業の 「ゆるやかな連合体」たる固有の仕組みは持株

44)前 掲,通 産省産業政策局 「企業法制研 究会報告書」8頁.

45}青 木 昌彦 「持 ち株会社解禁 も ・考」「口才経済新聞」1993$一3月15日 。

46)最 近の議論 として は,他 に次の ような ものがある.舟 橋和幸 「リス トラと独 占禁[卜法」 および

奥村宏 「リス トラクチ ェアリングと持株会社」 「公正取引!第522号,1994年4月 ひ伊従 寛 「持 ち

株会社解禁論の是非.独 禁法 との調整は可能一」 「朝 日新 聞」1994年8月6H。 弓倉礼一 「(持ち

株会社 〉の解禁を求め る」およ び奥村宏 「〈持株 会.仕〉は必要ない」 「週刊 東洋粋 済」 田 本 の.企

業 グループ95)1994年.「 持.ら株会社 の解禁,(系 列喰化〉公取委固 く」 「日本経 済新 聞11994年

12月5日 。「迷走 ・持ち株 会社論議」(...ヒ・下)「 日本経 済新 聞11x95年2月21、22日 。舟橋和 幸

「持ち株 会社禁止 は必要」「日本経済新 聞」1995年3月24日 。弓倉礼一 「持 ち株 会社 ほ競争促進」

「日本経 済新「∫{1」1995年3月29日.「(持 ち株 会社〉動 き出す解禁論」「日本経済新 聞」1995年6月

3口,「 〈持株会社〉戦後50$一目の解 禁論争」r週 刊 刺 羊経 済」1995年9月9日,な ど。
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会社 の禁 止 と い う枠 組 み か ら直接 に 生 ま れ た もので あ った 。 また,事 業 会社 を

頂 点 とす る企 業 グ ル ー プ につ い て も,持 株 会社 の禁.r.は 野 放 図 な企 業 買収 に走

.る こ とに制 約 をか け る役 割 を果 た し,多 角 的展 開 は本 業 に近 い 所 に と ど ま って,

そ の こ とが結 果的 に 「資 本 そ れ 自体 」 に よる拡 張 を抑 え,堅 実 な企 業構 造 を作

り上 げ る こ とに貢 献 して きた とい え る。 持 株 会社 が 解 禁 され れ ば,大 企 業 同士

の水 平 合併 は容 易 とな り資 本集 中が 一層 進 む こ とが 予測 され るが,そ れ ばか.り

で な く,.事 業 の枠 に無 頓着 に,事 業 非 関 連 の 他 企 業 の奔 放 な 合併 再 編 へ の誘 惑

を も もた ら さず に はお か な い の で は な いか 。

これ と関連 して,解 禁 論 者た ち の 主張 に よ れ ば,解 禁 の メ リ ッ トと して これ

まで の親 一子 会社 とい うタ テの 関係 は 「横 並 び の 兄弟.会社 関係 」 に置 きか わ る

こ とが挙 げ られ て きた 。つ ま り,現 在,親 会社 の 内部 に留 め おか れ て い る メ イ

ン ビジ ネス も子 会社 の ビジ ネ ス と横 並 び とな って 「優 劣 意.識」 の な くな る こ と

が 期 待 で き る とい う`7)。しか し,こ の こ とは,反 面,企 業 に と って の メ イ ン ビ

ジネ ス の存 在 意 義 を希 薄 化 させ,か つ て の ア メ リ カの コ ング ロ マ リ ッ トが そ う

で あ った よ う に,は た して 日本 経 済 を弱 体 化 に導 か な い か 。、「コ ング ロ マ リ ッ

トに は 反 省 も出 て い る… … コ ン グ ロマ リ ッ トは持 ち株 会 社 で ない と成 立 しな い

ん だ が,あ ま りに も訳 の 分 か ら ん 事 業 の膨 張 を した 揚 げ 句,結 局 は破 た ん

し」側て しま っ た。 さ らに また,持 株 会 社 の解.禁は,何 よ り も,そ う した 日本

的 企 業 シス テ ムの 特 徴 を これ ま で 賛美 して きた論 者 た ち に と って,果 た して整

合性 は あ るの か 。 日本 的 企 業 シ ステ ム の基 本 的 な部 分 は,或 る意 味 で は,持 株

会社 禁 止 とい う枠 組 み の 中 か ら生 ま れ て きた もの と言 え るか らで あ る。

も う一・つ は,持 株 会 社解 禁 に よ.って 「経 営 陣 と現 場 の 距離 の短 い」 とい う 日

本 企 業 の メ リ ッ トは失 わ れ な い のか,と い う点 で あ る。 いや,む しろ持 株 会 社

47}た とえば,「 事業持 株会社形態では,避 け難い親子 会社 問の階層 意識 ・優劣 意識を生み.各 社

の従業員のモ ラル維持 に悪影響 を及ぼす恐れがあ る。純粋持株会社形態 を採用す ることによ り,

各事業部門は本社の下 に平 等に配置 され ることにな るため,階 層 意識 ・優劣意識 を排除す ること

が 口」.能となり.従 業員のモラル向Lに 資す る」。前掲,「 企業法制研 究会報 告置.122頁.な ど。

48)田 淵節也 「独禁法第9条 を廃止せ よ」.『日経 ビジネス」1995年1月23日,75頁 。

額

畢
.
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解 禁 に よ って こそ・か か る 「足 カ セ」 を外 す べ き,と い う積極 的見 解 もあ る。 つ

ま り,「 現 在 の 日本 企 業 は 戦 略 機 能 と事 業 機 能 が未 分化 で あ る。 それ は,こ れ

か らの グ ロー バ ル化 時代 に必 要 な先 見 的で 柔 軟 な戦 略 的 思 考 を 発展 させ る上 で

足 カ セ に な ろ う」捌,「 戦 略 的 部 門 と事 業 部 門 と を,あ る程 度 距 離 を持 っ た別 々

の器 に い れ る必 要 性 が 生 じて 」5①い る,と 。 しか し,本 当 に 日本 の 大 企 業 にお

い て は戦 略 機 能 と事 業 機 能 が 未 分 化 か ど うか必 ず し も断 定 で きな い 。 トッ プ経

営 者 が 企 業 内 昇 進 者 で あ る とい う こ とだ けか ら,直 接 に その こ とは 言 え な い だ

ろ う。 また,も し,ア メ リカで 両 者 が 明確 に分 離 され てい た と して も,そ れ は

持株 会 社 設 立 が 自 由だ か ら と も言 え な い 。 な ぜ な ら,ア メ リカで も事 業 会 社 に

よ る持 株 会 社 の採 用 は意外 と少 ない,と い う レポ ー トが あ るか らで あ る5%ま

た,こ れ らの こ とは,持 株 会 社 が 解 禁 さ れ た場 合 に,い った い 誰 が持 株 会 社 の

経 営 陣 に座 る のか,持 株 会 社 と事 業 子 会社 との 人 的交 流 のあ り方 は ど うな るの

か,に もか か っ てい る。 この 点 に つ い て の解 明 は,解 禁 賛 成 論 者 の議 論 に お い

て も明 確 で な く,た とえ ば 「モ ニ タ リ ング機 能 の真 空 状 態 」 の 問題 か ら持 株.会

社解 禁 を論 ず る場.合に も当 て は ま るで あ ろ テ ㌔

以 上 の こ とに 関 して は,た とえ ば,先 述 の ソ ニー の 「二 兎作 戦 」 は企 業 の ア

イデ ンテ ィテ ィを 本 社 に残 しつ つ 純 粋 持 株 会社 の 形 態 に 近づ こ う とす る試 み で

49)青 木,前 掲,「 日本経済新 聞」1993年5月15日.ま た,「 現場 と トップの距離の近い とい うこと

は,.集 団志向的 な情報処理か らの比較優位 を実現す る上で肝心 の仕組みであ ッた.し か し.そ れ

は今や,多 様 性の利益を,企 業 とい う ミクロのレベ ルで実現 するための桎梏 と化 しつつあ る」。

同 「情報の戦略的統合必紫」「日本経済新聞一1994/P1月4日 。

50)青 木昌彦 『経済 システムの深化 と多元性」 東洋経済新報.仕,1995年,214頁.

51}た とえば,ア メ1Jカ の時価 総額 ランキ ング上位20社 の うち,持 株会社 を採用す る企業 は第20位

の1杜 だけにす ぎず,GE,GM,ATT,」 」クソ ンなどの 「典型的な大企業 は全然持 ち株 会社に し

てい ない」「持ち株会社 にしてい るのは電話 と銀 行,そ れに陸運,海 運,ガ スな ど,ほ とん ど規

制料金産業だけ」 とい うコ前掲,用 淵,74頁 に

52)青 木氏 も,「究 極的な問題は,誰 が純粋持株会社その もの をモニ タリングするか とい うこ とで

あ る」 と述べるが,結 局 は 「既存の主要株主であ る機関投 資家,銀 行や生命保険会社,お よび会

計監査人に対 し,こ れ まで以上 に積極的なモニ タリングの義務を課す ことであろ う。た とえば純

粋持株会社制 の解 禁にあた っては,子 会社の決算の開示に厳 格な規準 を課 し,ま たその取締役 会

には;分 の.一以 上の外部取締役 の指名 を要件 とし……」 な どと提案す るにとどま る.こ れ らのこ

とは,持 株会社解 禁と離れて も行い うる(べ き〉 ことである.青 木,前 掲書,218-19頁.
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あ っ た こ と を想 起 す べ きで あ る。 ま た,た とえば 今 回 の 三 菱化 学 の合 併 に際 し

て も,単 に純 粋 持 株 会 社 の 下 に両 社 が ぶ らさが れ ば す む もので は な く,「 出 血

を とも な った 合 併 で な い と合 併 す る意 味 が ない 」 と同社 の担 当者 が 考 え てい た

こ と を紹 介 して お こ う。 あ る い は,た と.えば,総 合 商 社 のす べ てが 純 粋 持 株 会

社 制 へ の 移 行 に つ い て積 極 的 なわ けで ない と もい われ るが,そ れ は,商 社 の 特

徴 た る総合 性 が 失 わ れ る(あ るい は 弱 くな る)の で は ない か とい う危惧 が あ る

か らで あ っ て,「 総 合 性 を 放 棄 す れ ば単 な る く集 合 商 社 〉 に成 り下 が っ て しま

う」鋤とし.・うワ

い ず れ にせ よ,.純 粋 持 株 会 社 につ い て は,「 禁 止 して お く理 由 もな いが 」,.解

禁 を急 が な けれ ば な らな い根 拠 もまた 薄 弱 と言 わ ね ば な らない 。 まだ 議 論 す べ

き問 題 が 残 って い る ので あ る。 そ して,そ の 際,さ きに見 て きた カ ンパ ニ ー 制

とい う もの の存 在 が 再 び重 要 性 を増 して くるよ うに思 わ れ る。 つ ま り,本 社 に

メ イ ン ビ ジ ネ ス を残 しな が ら,同 時 に戦 略(コ ー ポ レー ト)と 現 場(カ ンパ

ニ ー)に 距 離 を 設 け よ う とす る この 制 度 は ,日 本 的 な メ リ ッ トを温 存 しな が ら.

現 状 を改 革 し う る,と い う意 味 で,現 段 階 にお ける...・つ の あ り得 べ き選 択 肢 で

は なか ろ うか。 現 行 の組 織 形 態 の ま まで,企 業 の 「境 界 」 に変 更 を加 え る こ と

に よ って,純 粋 持 株 会 社 に近 づ け るか らで あ る。

53)前 掲,「 日経 ビジ ネ ス』1995年4月24日,118頁 。


